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【公的個人認証サービスのシステムの一試案と住民基本台帳ネットワークシステムとの関係】
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※　本人及び文書内容の真正性を担保す
る必要がある場合

（本文と住民の電子署名と電子証明書の組み
合わせによるオンライン申請による。）

※　本人及び文書内容の真正性の担保
が必要でない場合→生存確認や住所
確認に関する事務を中心とした利用

（申請者が住民基本台帳に記載されている
ことの確認が可能であり、電子申請のみな
らず通常申請にも対応。また、電子証明書
発行等の手続を必要としない。）
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※「異動等失効情報」とは、住所・氏名・
男女の別・出生の年月日の変更又は死
亡の事実が生じた場合において、何らか
の異動等の事実があった旨の情報のみ
をいい、異動等の区分や内容（新しい住

所又は氏名等）及び住民票コードを含ま
ないものである。


